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研究成果の概要（和文）：本研究では、米加豪諸都市での事前確定的基準と裁量的開発協議の仕組み、およびその運用
を明らかにし、比較研究を行った。1次調査は、米国口上位100都市、カナダ主要都市8都市、オーストラリア主要6都市
での法規制の分析を行い、2次調査として各国数都市での現地調査を行った。その結果、オーストラリアでは開発規模
で州組織と地方自治体に審査主体が分かれており、その利点と課題が存在した。カナダ・アメリカでは裁量的開発協議
が特に中層住居地区で有効に運用されている一方で、高層住居地区等では、他の特例許可制度等の影響もあり、顕著な
効果は見られなかった。

研究成果の概要（英文）：In this study, I identified the mutual relationships between the prescribed 
regulations and the factors discussed in the discretionary development review and the implementation in 
the cities of U.S.A., Canada and Australia. The 1st step of this study is the research on reading the all 
ordinances and related legal documents of 100 largest cities in population in U.S., major 8 cities in 
Canada and major 6 cities in Australia, then selected several cities as case study cities. As a result, 
in Australian cities, the review are undertaken by both the states and cities. It has both advantage and 
disadvantage as well. In U.S. and Canada, the discretionary review system works well, in the mid-rise 
residential area especially. However, in the hi-rise condominium neighbourhood, the system doesn't works 
so much, because of the other development incentives.

研究分野： 都市計画法制度、都市デザイン政策

キーワード： 裁量的開発許可　デザインレビュー　都市計画法制度　都市デザイン政策　アメリカ　カナダ　オース
トラリア　景観法
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様	 式	 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通）	 

１．研究開始当初の背景	 
	 日本の都心部では、住環境悪化によるマン
ション紛争や景観紛争が未だ起こっており、
地区の特性に合わせた形態規制および効果
的な開発誘導のあり方が問われている。これ
まで、海外都市における事前確定的開発基準
と裁量的審査との相互関係について実証的
に論じられた制度論的文献は、ほぼ存在せず、
市街地の状況に応じた規制誘導のあり方を
検討するにあたり、本研究は非常に参考にな
りうるものと考えられる。	 
２．研究の目的	 
	 本研究は、米加豪主要都市を対象として、
事前規定された開発基準の適用と裁量的開
発協議運用の実態を調査し、個別案件の比較
研究を行うことで、日本における効果的な開
発誘導のあり方を検討する事を目的とする。	 
３．研究の方法	 
	 本研究では、開発の審査対象や市民参加を
含む審査主体と決定権限、不服申立てを含む
協議プロセス、実際の空間への反映などを視
点とし、各都市におけるゾーニング等を含む
開発行為に関する法的枠組みを明らかにし、
実際の個別協議の内容からその成果と課題
を明らかにした。関連法規、条例、デザイン
ガイドライン等については各自治体ホーム
ページ等、開発協議議事録、スタッフレポー
ト等については各自治体関係部局およびマ
イクロフィルムライブラリー等にて入手し
た。なお、現地調査では、実際の空間形成に
いかに反映されているかという点に着目し、
詳細な分析を行った。	 
４．研究成果	 
(1)開発許可における裁量の種類と研究対象	 
	 北米の裁量的開発許可は、Variance,	 
Special	 use	 permit,	 conditional	 zoning,	 
Design	 review などの多くのメニューが存在
する（Blaesser	 2008 ほか）。本研究では、
その中でも日本の課題を背景とし、事前確定
的に設定された基準に対し、個別敷地の状況
によりその形態・意匠が多主体の参加により
協議・誘導される制度を対象とし、アメリ
カ・カナダにおいてはデザインレビューやア
ーバンデザイン委員会審査、オーストラリア
については、裁量的計画審査を対象とした。	 
(2)米国におけるデザインレビュー	 
	 米国のデザインレビュー研究は、1992	 年
シンシナティ大学で行われた学会が契機と
なったとされ(Schuster	 1997)、その後、
Scheer	 (1994) や Hinshaw	 (1995) 、
Punter(1999)などが、裁量的なデザインレビ
ューやデザインガイドライン等の運用につ
いて論じている。しかし、2000 年代に入り、
所有権や開発権に関して強い意識をもつア
メリカにおいては、開発利益の予測が難しい
裁量的審査ではなく事前明示型規制の研究
に多くの時間が費やされ、裁量型許可制度研
究の流れが途絶えた。なお、これまで米国主
要都市のデザイン審査及び類似の制度を全
国的に整理した論文としては、Habe	 (1989)

による 66 都市の Public	 design	 control に
関する研究、369 都市を対象とした Lightner
（1993）の運用実態調査が挙げられるが、そ
れ以降、横断的に調査・分析した論文は存在
しない。制度類型化に関しては、Shirvani	 
(1981)、Bleaser	 (1998)等があるのみで、こ
れに類する文献は、近年見られない。	 
①	 主要都市のデザイン審査制度の類型化	 
	 米国諸都市のデザイン審査制度を網羅的
に把握し、詳細なケーススタディを行う都市
を選定するため、人口上位 100 都市(US セン
サス 2000)を対象として各都市の条例等より、
審査の対象や審査主体という視点で分類を
行った（表１）。その結果、100 都市中 50 都
市において一般市街地でのデザイン審査及
びデザインガイドラインを制定しているこ
とが分かった。残りの 50 都市については、
歴史保全地区における取り壊し審査や歴史
的建造物審査を行なっており、一般市街地に
おける建築行為は審査対象外であった。その
うち 40 都市では、デザインガイドラインだ
けではなく委員会・行政による審査が行われ
ていた。全市域を対象とした都市群では、11
の都市で委員会審査と行政審査の組み合わ
せによる審査が行われていた。なお、特定の
地区のみで審査を行なっている都市では、11
都市がダウンタウンを中心とした審査を行
なっており、郊外住宅地を対象にした都市は
フェニックスのみ、ラスベガス、メンフィス
ではサインレビューのみが行われていた。な
お、市全域を対象にしている都市の多くは、
対象物件を中-大規模物件としており、特定
の閾値を設定している都市が多く見られた。	 
②	 チャーター都市とデザインレビュー制度	 
	 Kumer	 (2002)の調査によれば、「カナダに
おいては独自チャーターを持つ都市は、アー
バンデザイン規制に対しても大きな自治権
を持つ都市である」とあることからチャータ
ー都市による類型化も行ったが、米国におい
ては、チャーターによる都市間の差異や特別
な権限はないと考えられる。 
③	 特徴的な都市デザイン規制を持つ都市	 
	 ボストン、サンディエゴでは、再開発公社
が審査を行い、ミネアポリス、デトロイトで
は、行政による審査が行われている。その他、
フォームベーストコードに移行したマイアミ
市では部局内職員によるデザインレビュー委
員会が廃止され、大規模審査委員会のみ残さ
れた。ミネアポリスでは、スタッフ審査によ
る公平性を確保するため、ガイドラインでは
定量的基準を用いる他、定性的な基準につい
ても具体性を持つ基準、例えば、屋根のライ
ンを揃える事や、駐車場は裏もしくは建物内
部に設置する等、行政スタッフでも審査がし
やすい事前明示基準を用い、事業者にとって
も事前予測のしやすい制度設計としている。
なお、審査対象も中-大規模の住宅・増築等に
限定し、審査数を減らすことでスタッフの負
担を減らしている。シアトル市では、スマー
トグロース戦略に基づき開発の集中を行なっ



ているが、デザインレビューによって地域に
対する新規開発のインパクト軽減を目的とし
た建築ボリュームの段階的な軽減等がデザイ
ンガイドラインの中で明記されている。	 
④実際のデザインレビュー運用事例	 
	 デザインレビュー制度の運用と実際の都市
空間との関係を探った研究は、ポートランド
市の大規模操車場跡地における再開発事例を

扱った關(2006)が挙げられるが、市街地の個
別更新の際の周辺との調和という視点では書
かれていない。なお、シアトルにおける関し
ては、堀（2007）によって市民から不服申立
てが行われた事例について分析され、デザイ
ンレビューの中で樹木保全制度との連携を行
っている事例も紹介されている（堀	 2010）。
なお、デンバー市の事例は、堀（2009）シン

シナティ市の事例は、堀（2011）に詳
しい。そこで、本項では、シアトル市
での成功事例及びこれまで調査の行
われていないマイアミ市の事例を取
り上げ、その成果と課題を探る。	 
■ シアトル市:事例A	 
	 ダウンタウンにほど近い丘陵地に位
置し、中層アパートと木造低層住居等
が混在する市街地での開発である。全
２回の協議が行われ、隣接敷地との関
連性や地域の特性を活かした建築ボ
リュームについて協議され、プライバ
シー確保のためのバルコニー位置等
住民の要望も取り入れられた建物が
建築された（図１、図２参照）。	 
■マイアミ市大規模開発:事例	 B	 
	 郊外住宅地、幹線道路沿いにおける
商業地域と低層住居専用地域が隣接
するエリアでの開発。住民による反対
もあり、問題となった物件である。事
業者側も譲歩したが、事前規定された
基準から大きく譲歩することは出来
ないとして、1-2階程度の削減に留ま
った（図３参照）。	 
⑤	 まとめ	 
	 米国における人口上位100都市にお
けるデザインレビュー制度の整理に
ついては、ほぼ半数で裁量的審査やデ
ザインレビューを避け、ゾーニング等
の事前確定的基準により建築物の開
発許可が与えられていた。一方で、デ
ザインレビューを行なっている都市
では、歴史的保存を目的とした都市が
多く、一般市街地でデザインレビュー
を行なっている都市は40都市と少な
かった。実際のデザインレビューの運
用についてシアトルでは、地域環境に
合わせた建築形態とデザイン、住民の
要望への対応等でより質の高い建築
物が建てられ、ゾーニングと裁量的開
発協議のバランスが良く取られてい
ることがわかった。一方、マイアミ市
においては、事前規定されたゾーニン
グの課題により、財産権の課題等もあ
り、周辺住民との軋轢も生じており、
新しいスマートコード	 Miami21	 の運
用も期待されるところである。	 
	 今後、都心部における持続可能な開
発を進めていくにあたり、近隣との調
整は必須となってくると考えられ、こ
れらの先進的都市から学ぶものは多
いと考えられる。	 

図１.建築ボリュームの検討	 

図 2.左：坂下より、中、物件写真、右、坂上より	 

図 3.中層部ペントハウスの 1階分削減のみ	 

表 1.40 都市の類型化	 



(3)カナダの都市計画制度・デザインレビュー	 
	 イギリスと米国都市計画の両特徴を持ち、
フランスからの影響も受けているカナダ諸都
市でのデザインレビュー制度の運用分析を行
った。関連研究はPunter(2003)、Kumar	 
(2002,2005，2007)等があるが、カナダは米国
と異なりアーバンデザインへの関心は低く、
体系的な規制に関する研究は行われていない
（Kumar	 2002）。しかし近年、権限委譲を含
めた都市計画法制度について議論され、各都
市で裁量的デザイン審査が導入される等、景
観や都市デザインに対する市民意識の向上が
見られるとも報告されている（堀	 2010,2011）。	 
①	 州政府と地方自治体の都市計画権限	 
	 1867年の４州連合国家設立以来、未だ州は
自治体に対する独占的な規制権限、課税権限、
都市計画権限等を保持している。1912年以降、
自治体都市計画が可能となる州法が制定され
たが、1909年イギリス住宅都市計画法からの
大きな影響を受けており、最終的な都市計画
決定権限は州が持つ。初のゾーニング条例は
1924年にKichener市で可決したが、米国とは
異なる非常に広い裁量制を持つ。敷地権はイ
ギリスと同じくコモン・ローにより確立され、
米国憲法第五修正条項のような保護条項が存
在しないため、司法機関が州と市民の権利調
整を行っている。オンタリオ州などでは州紛
争調停機関の強大な権力が自治体議会との軋
轢を生んでいるという事実も存在する。	 
②	 カナダ主要都市のデザインレビュー	 
	 開発圧力の高い人口50万人以上の都市を選
定し、デザイン審査の対象・方法、市民参加
の状況などを整理した（表2）。その結果、バ
ンクーバー以外の都市では2000年代に入って
から導入され、トロント、オタワ、カルガリ
ーでは、試行期間を設けたのち正式採用して
いる。バンクーバーは開発許可委員会と開発

許可助言委員会、アーバンデザイン委員会が
存在し、開発許可助言委員会は全て市民委員
で運営されている。各都市の審査対象地区は
主にダウンタウンや主要幹線道路沿いの開発
圧力が高い地区に設定され、審査委員の構成
はモントリオール市のみ議員が入っている。
総じて、バンクーバー及びモントリオール以
外はほぼ類似の審査制度を取っており、助言
型である。審査項目は民間の開発のみならず、
公園や道路整備、橋梁などの公共開発につい
ても広範に渡り審査されている。	 
③	 運用事例（モントリオール市現地調査）	 
	 高さ規制緩和に伴い、市議会、裁量的開発
審査委員会、歴史保全委員会、都市計画諮問
委員会の議を経て、16m規制地区での34m緩和
提案→28m合意となった。周辺地区の特性に合
わせたデザイン改善も行われた（図４参照）。	 
④	 まとめ	 
	 カナダは州によって自治体への権限委譲に
大きな差があるためバンクーバー市等では早
期に確立されていたものの、全国的には近年
になり制度が導入された。一部の都市におい
ては、試用期間を設けていた事が非常に特徴
的である。カナダは移民国家であり現在も人
口が増加傾向であるため、ゾーニングによる
計画規制のみならず住環境や景観にも配慮し
た高密度開発を誘導する政策が多く見られ、
その中で個別敷地の建築更新の際、より高質
な開発を誘導するために助言的デザインレビ
ューが有効に使用されていることが分かった。	 

表 2.カナダ主要都市におけるデザインレビューの概要分析表	 

図 4.	 第１回提案（左）と最終案（右）	 



(4)オーストラリアにおける裁量的計画許可	 
	 今回のオーストラリア主要都市における裁
量的計画許可に関する調査研究では、2段階の
調査を行った。これまで、アデレードについ
ては、2009年度に現地調査を行ってきており、
今回調査では主要6都市における裁量的計画
許可制度の分類を行い（表３参照）、州と市の
両方に審査組織を持つ、アデレード市、シド
ニー市、パース市を対象として、詳細な調査
を進めることとした。なお、アデレード市に
ついてはWeb等で内容の精査にとどめ、現地調
査は、シドニー市及びパース市にて行い、市・
州担当者へのヒアリング調査を行った。	 
①	 主要６都市における開発審査制度の整理	 
	 オーストラリアの特徴は自治体だけではな
く州にも審査組織が存在することである。最
終決定権者は市議会であるが、開発協議の場
としては各都市によって異なる。委員会等の
設立の歴史は、アデレード市のサウスオース
トラリア州開発審査委員会が1993年と最も古
く、2005年にホバートおよびパース、2007年
にシドニーと続く。審査対象は、市の重要物
件や大規模開発、制度策定等が見られる。	 
②	 パース市の計画許可制度とその運用	 
	 パース市では、再開発公社による大規模プ
ロジェクトが行われており、そのエリア外に
おいて、総工費 1500 万ドル以上の事業は、
必ず州開発審査委員会の審査が必要となる。
それ以下やエリア外の事業については、パー
ス市が審査を行う。州政府は、それぞれ他の
市や広域エリアにおいても計画審査委員会
を持っている。審査された物件はクオリティ
の高いものとなっており、州開発審査委員会
による協議の効果が出ていると考えられる
（図５参照）。	 

(5)	 まとめと考察および今後の取りまとめ	 
	 本研究では、米加豪 3カ国の主要都市にお
ける事前確定的基準の設定と裁量的開発協
議の運用から、その基準設定や開発協議のあ
り方を検討した。米国を対象とした調査分析
の結果、裁量的開発協議制度を導入していな
い都市も多く存在した。シアトル等の先進都
市では、裁量的な開発協議によって住民意見
を取り入れ、周辺への影響を抑えた開発が誘
導されていた一方で、事前確定的基準が緩か
ったマイアミ市では、マンション紛争が勃発
し、協議によって周辺環境への影響軽減を行
うことが難しかった。全国的に裁量的開発協
議制度は、中層住居地域では効果を発揮でき
ていると考えられるが、高層住居地域では、
他の特例許可等の影響もあり、運用に課題が
ある。一方カナダでは、自治体都市計画権限
が州によって大きく異なる。バンクーバーで
は、住民意見によって 10m 以上の高さ削減等
が可能であった。モントリオールにおいても、
周辺環境に合わせた良好な建築デザインが
誘導されていたが、中心部の大規模開発にと
どまり、その他都市においては、まだ運用が
始まったところで、発展途上とも言える。オ
ーストラリアについては、カナダに比べ、よ
り州の権限が強く、大規模開発については、
州の開発審査委員会の議を経ねばならない
都市も存在した。一方で、パース市のように
州委員会との良好な関係を築いていくこと
で、州・自治体での役割分担が可能となり、
より周辺環境と地区の特性に合わせた開発
が誘導可能となる制度設計となっていると
考えられる。以上の調査分析結果や考察は、
今後、日本都市計画学会及び日本建築学会等
の論文集に分割して投稿・掲載の予定である。	 
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